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高
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
に
お
け
る
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
記
述
の
あ
り
方
に
関
す
る
質

問
主
意
書

昨
年
十
二
月
二
十
二
日
、
文
部
科
学
省
は
高
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
（
以
下
、
「
改
訂
案
」
と
い
う
。
）
を
発
表
し
た
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
改
訂
案
」
に
お
い
て
、
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
で
あ
る
北
方
領
土
と
竹
島
の
問
題
は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
承
知

す
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
説
明
さ
れ
た
い
。
昨
年
七
月
十
四
日
の
中
学
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
で
は
、
従
来
記
述
が
な

さ
れ
て
い
た
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
「
ロ
シ
ア
に
よ
り
不
法
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
」
と
、
新
た
に
「
不
法
に
」
と
い
う

文
言
が
加
え
ら
れ
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
も
初
め
て
記
述
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
今
回
「
改
訂
案
」
に
右
二
つ
の
問

題
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

昨
年
十
二
月
二
十
二
日
、
韓
国
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
が
、
「
改
訂
案
」
に
竹
島
問
題
が
明
記
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
「
回
復
傾
向
に
あ
る
韓
日
関
係
を
再
び
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
日
本
政
府
が
布
石
を
打
っ
た
」
と
の
見
方
を

伝
え
た
と
の
新
聞
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
右
の
報
道
を
承
知
し
て
い
る
か
。

三

二
の
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
の
見
方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。
「
改
訂
案
」
に
竹
島
問
題
を
明
記
し
な
か
っ
た
の
は
、
日
韓

一



関
係
に
配
慮
し
て
の
こ
と
と
す
る
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
の
指
摘
は
事
実
か
。

四

文
科
省
と
し
て
、
「
改
訂
案
」
に
つ
い
て
広
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
求
め
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
最
終

的
な
高
校
学
習
指
導
要
領
を
決
定
す
る
も
の
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

五

「
改
訂
案
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
政
府
部
内
、
特
に
文
科
省
と
外
務
省
と
の
間
に
意
見
の
相
違
、
対
立
は
あ
る
か
。

六

現
在
、
島
根
県
議
会
議
員
で
構
成
さ
れ
る
「
竹
島
領
土
権
確
立
島
根
県
議
会
議
員
連
盟
」
よ
り
、
「
改
訂
案
」
に
竹
島
問

題
の
記
述
を
入
れ
る
こ
と
を
求
め
る
要
請
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
政
府
と
し
て
右
要
請
を
承
知
し
て
い
る
か
。

七

北
方
領
土
と
竹
島
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
そ
の
解
決
を
図
る
に
は
、
何
よ
り
ま
ず
広
く
国
民
が
そ
の
経
緯
等
、

問
題
の
詳
細
を
理
解
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と
考
え
る
。
右
の
観
点
よ
り
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
だ
け
で
は
な
く
、
高

校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、
同
様
に
北
方
領
土
と
竹
島
の
問
題
を
明
記
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
外
務
省
と
文
科
省
の
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


